
様式第１号（第５条関係）

※太枠の中の必要事項を記入してください。裏面の誓約・同意・委任事項を確認し、署名した上で申請してください。

学校教育課　受付日

世帯主と ４月１日時

の 続 柄 点での年齢

世帯主と ４月１日時

の 続 柄 点での年齢

 　

〒　818-0101 金融機関名

店　　名

観世音寺マンション101号室 口座種別

※マンション・アパート等の場合は部屋番号までお願いします。

1　認定 　　　　年　　　月　　　日 学校長殿

2　却下 　　　　年　　　月　　　日

却下理由 太宰府市教育委員会

教育長　　

（フリガナ）　　ダザイフ　タロウ

徒歩

有　・　無

有　・　無

携帯電話 口座名義人

住　　所

どなたの携帯電話ですか?

　父　・　母　・ その他

男・女

太宰府小

　４　1～3には該当しないが経済的に困っている。（具体的にご記入ください。）

H       ・       ・男・女

本年3月より勤務

備考

電話番号

●

申

請

理

由

●

性  別

H25・ 7・ 25

男・女

ダザイフ　イチロウ

太宰府　一郎

子

徒歩太宰府中

歳

年12  歳

6　　歳

口座番号 1234567

太宰府銀行

普通　・　当座

　

太宰府市　観世音寺1-1-1

観世内科

勤務先または学校の名称

　３　児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている。(証書を持参してください.郵送の方はコピーを添付してください。）

援助費振込口希望口座

4　に該当される方は、申請理由（教育費に困っていること等）を具体的に記載してください。

ダザイフ　タロウ

主 男・女 S58・ 8・ 20

S59・ 9・ 25男・女

        ・       ・　

42  歳

太宰府商事43　歳

   歳

●

上

記

以

外

の

家

族

状

況

●

（フ　リ　ガ　ナ）
生  年  月  日

太宰府　太郎

ダザイフ　ウメコ

性  別
氏　　　　　　名

妻太宰府　梅子

歳

太宰府中央支店

090-1234-5678

　１　生活保護を停止又は廃止された。（　　　年　　月　　日　停止・廃止　）

        ・       ・

092-921-2121

　２　市民税が非課税とされ、または減免の適用を受けている。

　男・女

        ・       ・　 男・女    歳 　

※指定できるのは保護者名義の銀行及び農協の口座のみです

年

年

有　・　無

有　・　無

子

　　　　　花子

H       ・       ・

R1・ 6・ 1

学校　　　年

歳

令　和　8　年　度　就　学　援　助　申　請　書

学校　　　年

男・女

男・女

　　　　　　ハナコ

1

●

申

請

児

童

生

徒

●

1

年

学校　　　年

学校　　　年

    　　年　　月　　日

昨年度就学

援助の有無
通学方法学校名・学年（　　　　年度）

（フ　リ　ガ　ナ）

氏　　　　　　名
生  年  月  日

新学期からの学年を記入してください。

小学生、中学生の両方がいる場合でも１枚の

申請書で申請できます。

口座名義人の欄は、カタカナのみ

を記入してください。

振込希望口座は、必ず記入してください。

※認定後に、口座情報（金融機関・口座番号・

口座名義）が変わった場合は、ご連絡ください。

申請書の裏面に記名が必要です！

裏面もよくお読みください。

記入例



様式第３号（第７条関係）

　　私は、太宰府市から受ける就学援助の受領に関し、次のとおり誓約・同意します。下記事項に違反した場合は、支給の停止・廃止を

　含む教育委員会の決定・指示に従います。

　1．申請内容および世帯の課税額について太宰府市教育委員会が調査確認することに同意します。

　2．就学援助申請書の記載内容は事実に相違ありません。また、変更が生じた場合は学校教育課に速やかにお届けします。

　3．就学援助の対象となっている給食費等については、滞納しません。また、滞納した場合は学校口座に就学援助費を振込む

　　(学校を経由して支給する)ことに同意します。　＊給食費等には給食費のほかに校外活動費・修学旅行費を含む

　4．給食費等の滞納により学校を通しての支給になった場合は、学校が指定した期日までに指定された手続きを行います。

　5．就学援助費の支給において過誤支払が生じた場合は、教育委員会の過誤支払金に対する返還請求に応じます。

　6. 新入学用品費の入学前支給について、入学前に転出した場合は、教育委員会の返還請求に応じます。

　1．太宰府市より受ける当該年度の就学援助の請求、受領、執行ならびに過誤支払金に関する権限を

　　　①通常の振込みの場合および過誤支払いが発生した場合については、太宰府市教育委員会学校教育課課長に

　　　②給食費等の滞納により学校口座払いとなった場合は就学援助を受ける児童生徒が在籍する学校の長に

　　それぞれ委任します。

　就学援助費支給の申請をするににあたり、以上について誓約・同意し、また委任します。

令和　8　年　1　月　14　日
申請者（保護者）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　  　太宰府　太郎

※ここから下は教育委員会で使用します。書き込まないでください。

（１）廃止年月日 　　　　年　　月　　日

 

（２）廃止理由

　1　生活保護受給 　　 開始日　　月　　日 　　　２　経済状況の好転

　３　他市町村への転出　　転出日　　月　　日 　　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　※転出後の振込　　　有り　・　無し

　　※振込口座の変更　　有り　・　無し

銀行 　 支店 口座番号

種別 口座名義

　　※転出後の連絡先

〒

電話 携帯電話

廃　　止

誓　　　約　　　書　・　同　　　意　　　書

委　　　任　　　状　

＊この申請書は原本を学校教育課が、複写したものを「就学援助を受ける者が在籍する学校」が、それぞれ世帯票として保管します。

        また、婚姻や離婚等により世帯の異動があった場合は、すみやかに新たな世帯で再申請手続きをします。その際には世帯構成者の

        うち、成人全員分の課税証明書(市民税所得割額が記載されたもの)を提出します。

日付、署名は 必ず お願いします！！


